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居室⾯会の開始と直接⾯会（⽞関ポーチ・相談室）の条件緩和について 

2026.4.1 
ver.3 

 

1.直接⾯会（⽞関ポーチ・相談室）について 

 
【ご予約の TEL】 
前⽇までにお願い致します 
回数制限はありません 
 
【⾯会の⽅法】 
4 ⼈まで（同居問わない） 
⾯会者・利⽤者ともマスク着⽤ 
飲⾷は双⽅禁⽌ 
⾯会時間は 30 分まで 
対応可能時間は 9:15〜11:30 / 13:15〜16:00 
⾯会前に施設にて腋窩での検温をさせていただきます 
（解熱作⽤のある薬を内服している場合には必ずお申し出ください） 
 
【体調等確認】 
《直接⾯会シート（⽞関ポーチ・相談室）》の内容を確認 
・⾯会者 1 名ずつ記⼊ 
▶⾯会までの 3 ⽇間の外出の有無（ありの場合は更問） 
・外出時にマスクの着⽤の有無（なしの場合は更問） 
・具体的な外出内容の記載 

※内容次第では⾯会を窓越し⾯会に変更させていただきます 
▶体調確認 
・⾯会者本⼈に体調不良が 3 ⽇間ないか 
・⾯会者本⼈がこの 3 ⽇間に体調不良者との接触がないか（同居家族・会社等） 
 ※内容次第では⾯会を窓越し⾯会に変更させていただきます 
 
【変更時期】 
令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇より 
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2.居室⾯会について 

 
【ご予約の TEL】 
3 ⽇前までにお願いします ※厳守となります 
原則 1 ヶ⽉に 1 回（各キーパーソン毎）とさせていただきます 
また、感染症流⾏期や⼤型連休・⻑期休暇期間・年末年始等の感染リスクが⾼い時期においては中⽌を
する場合があります 
 
【⾯会の⽅法】 
《居室⾯会に伴う同意書》を頂いているキーパーソン様を含む同居家族 2 ⼈まで 
※キーパーソン以外の⽅のみでの居室⾯会は出来ません 
⾯会者はマスク着⽤（利⽤者は任意） 
利⽤者様の飲⾷は可（⾯会者は禁⽌） 
※飲⾷物をお持ち込みの場合はお申し出ください 
（残った場合は⼀旦事務所にお持ち込みください） 
居室内に確認⽤のカメラを⼊れさせて頂きます（⾳声は切ります） 
⾯会時間は 30 分まで 
対応可能時間は 10:00〜11:00 / 14:00〜16:00 

⾯会前に施設にて腋窩での検温をさせていただきます 
（解熱作⽤のある薬を内服している場合には必ずお申し出ください） 
 
 
【体調等確認】 
《居室⾯会シート》の内容を確認 
・⾯会者 1 名ずつ記⼊ 
▶⾯会までの 3 ⽇間の外⾷の有無 ※ありの場合、居室⾯会は⾏えません 
▶⾯会までの 3 ⽇間にマスク無しでの外出の有無 ※ありの場合、居室⾯会は⾏えません 
 （同居家族については上記 2 点の《協⼒》依頼とします） 
▶体調確認（3 ⽇間 1 ⽇ずつ） 
・腋窩検温記録、職員準拠の体調不良項⽬の確認 
・⾯会者本⼈が 3 ⽇間に体調不良者との接触がないか（同居家族・会社等） 

※同居家族についても 3 ⽇間に体調不良者との接触があった場合は必ずご報告ください 
 （聞き取りの上、内容によっては居室⾯会をお断りする場合があります） 
 

【実施開始時期】 
令和 8 年 5 ⽉ 7⽇より（５⽉⼤型連休終了後より開始予定） 
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3.居室⾯会に伴う同意書について 

 
居室⾯会を⾏う前に上記同意書の取り交わしを⾏う必要があります 
なお、この取り交わしは実際の居室⾯会が⾏われる前に⾏っていただきます 
（この同意書の取り交わし以降での居室⾯会の予約開始とさせていただきます） 
 
 
▶同意書を取り交わせる家族様（すべての条件を満たす必要があります） 
・キーパーソン（通年で頂いている⾝元引受⼈の⽅です） 
・これまでに直接⾯会を⾏ったことがある⽅ ※無い⽅はまずは直接⾯会からお願いします 
・施設の感染対策の⽅針にご理解を頂けている家族様 
 
▶同意書の取り交わしに際しての共有事項 
・感染症が持ち込まれると施設内環境や利⽤者様の⽣活がどのような状況になるのかの共有 
・持ち込まれた家族様、利⽤者様以外の利⽤者様への罹患リスクがあるということの共有 
・罹患した場合に利⽤者様にどのような影響（リスク）があるのかの共有 
上記についてご説明をさせていただきます 
 
▶同意書の内容 
・上記説明を受けて利⽤者さまにおける感染症のリスクを理解した 
・居室⾯会に際して感染症の持ち込みについて最⼤限の注意を払う 
・同意書ならびに居室⾯会のルールを遵守する 
・居室⾯会を⾏う同居家族様については同意書を取り交わしたキーパーソンより上記共有事項の共有を 

⾏っていただき、同意書ならびに居室⾯会のルールの説明を⾏っていただく 
・ルールの不遵守が⾏われた場合はその利⽤者様への今後の居室⾯会は⾏えなくなることを承諾する 
 （不遵守を⾏ったキーパーソン以外も含む） 
 
【同意書の取り交わしの開始時期】 
令和８年４⽉１５⽇頃予定 
※現在、説明資料および同意書の書式等の準備を⾏っております 
 対応が可能となりましたら施設ウェブページ等にてご案内をさせていただきます 
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4.窓越し⾯会について（変更ありません） 

 
【ご予約の TEL】 
当⽇までにお願い致します 
回数制限はありません 
 
【⾯会の⽅法】 
⼈数問いません 
⾯会者・利⽤者ともマスク不要です 
⾯会時間は 30 分まで 
対応可能時間は 9:15〜11:30 / 13:15〜16:00 
 
【体調等確認】 
体調不良時は延期・中⽌にご協⼒ください 


